
平成２６年（厚）第１２８１号

平成２７年１０月３０日裁決

主文

厚生労働大臣が、請求人に対してした後記

「理由」欄第２の３記載の原処分を取り消す。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、国民年金法（以下

「国年法」という。）による障害基礎年金及

び厚生年金保険法（以下「厚年法」という。）

による障害厚生年金（以下、併せて「障害

給付」という。）の支給を求めるというこ

とである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、強迫性障害・記憶障害・解

離性障害・妄想障害（以下、併せて「当

該傷病」という。）により障害の状態に

あるとして、平成○年○月○日（受付）、

厚生労働大臣に対して、障害認定日によ

る請求（予備的に事後重症による請求）

として、障害給付の裁定を請求した。

２　厚生労働大臣は、請求人に対し、平成

○年○月○日付で、今回請求のあった当

該傷病について、障害認定日である平成

○年○月○日現在の障害の状態は、すで

に平成○年○月○日付で程度に該当しな

いとして不支給決定された傷病（強迫性

障害、記憶障害、解離性障害、妄想障害）

と同一傷病による重複請求であり、また、

裁定請求日である平成○年○月○日現在

の障害の状態は、国年法施行令（以下

「国年令」という。）別表（障害年金１級、

２級の障害の程度を定めた表）・厚年法

施行令（以下「厚年令」という。）別表

第１（障害年金３級の障害の程度を定め

た表）に定める程度に該当していないと

して、障害給付を支給しない旨の処分（以

下「先行処分」という。）をした。

３　請求人は、先行処分を不服として、○

○厚生局社会保険審査官に対し、審査請

求をしたところ、その係属中に、厚生労

働大臣は、先行処分を変更して、平成○

年○月○日付で、請求人に対し、請求の

あった当該傷病について、障害認定日で

ある平成○年○月○日現在の障害の状態

は、国年令別表・厚年令別表第１に定め

る程度に該当しておらず、また、裁定請

求日である平成○年○月○日現在の障害

の状態も国年令別表・厚年令別表第１に

定める障害の程度に該当していないとし

て、障害給付を支給しない旨の処分（以

下「原処分」という。）をした。

４　請求人は、原処分を不服として、標記

の社会保険審査官に対する審査請求を経

て、当審査会に対し、再審査請求をした。

第３　問題点

１　障害認定日請求あるいは事後重症請求

により、障害等級２級以上の障害給付の

支給を受けるためには、認定の対象とな

る傷病による障害の状態が、国年法施行

令別表に定める程度に該当する状態にあ

ることが必要であり、障害等級３級の障

害厚生年金の支給を受けるためには、厚

年令別表第１に定める程度に該当する状

態にあることが必要である。

２　本件の場合、当該傷病の初診日が平成

○年○月○日であることは、本件記録か

ら明らかであり、同日から１年６月を経

過した平成○年○月○日が障害認定日に

なることについては当事者間に争いはな

く、厚生労働大臣が、第２の３記載の理

由により原処分をしたことに対して、請

求人はこれを不服としているのであるか

ら、本件の問題点は、障害認定日及び裁

定請求日における請求人の当該傷病によ

る障害の状態（以下「本件障害の状態」

という。）が、厚年令別表第１に掲げる

障害等級３級の程度以上に該当しないか

どうかということである。

第４　審査資料

（略）

第５　当審査会の判断

（略）

２　審査資料１及び審査資料２によれば、

障害の原因となった傷病は「重症強迫性

障害（特に重症、思考と行為混合）」、「重



症強迫性障害（強迫思考と行為の混在）」

とされ、ＩＣＤ－１０コードはいずれも

「Ｆ４２．２」とされており、これは、Ｉ

ＣＤ－１０コード（国際疾病分類第１０

改訂版）で「Ｆ４０～Ｆ４８　神経症性

障害、ストレス関連障害及び身体表現性

障害」に分類される神経症の範ちゅうに

属する傷病と認められるところ、審査資

料３によれば、Ａ医師は、日本年金機構

障害年金業務部からの照会に対して、障

害認定日及び裁定請求日における障害の

状態は、いずれも「統合失調症、統合失

調症型障害及び妄想性障害」又は「気分

（感情）障害」の病態（いわゆる精神病

の病態）を示していないと回答している

一方で、その他、障害の程度を判断する

上で参考となる意見として、「重症強迫

性障害であり、生命の危機的状況にあっ

ても、強迫的こだわりは修正不能であり、

その点を「妄想レベル」と記載した。妄

想性障害には該当しないが、強迫性障害

の症状の重症度において、精神病水準の

病態にあるものと診断している。」と回

答していることが認められる。保険者は、

Ａ医師のいわゆる精神病の病態を示して

いないとの回答等から、当該傷病は神経

症圏のものであると判断したとして、原

処分の正当性を主張するが、障害認定日

ころの病状又は状態像として、強迫観念、

強迫行為制縛状態の他、幻覚妄想状態等

（思考形式の障害、著しい奇異な行為）、

精神運動興奮状態及び昏迷の状態（興奮、

衝動行為、その他（特に易刺激、攻撃的

となる））、発達障害関連症状（相互的な

社会関係の質的障害、限定した常同的で

反復的な関心と行動、その他（自動的思

考過程への没入））、過度の論理性、自己

中心性といった多彩な病状が指摘されて

おり、裁定請求日ころにおいても同様の

病状が認められることに加え、さらに、

Ａ医師は「通常の薬物療法および精神療

法が奏功しないのは、既に年金申請診断

書に記載した本人（注：請求人）の病態

の深さ、症状の重症さに由来するもので

あり、『精神病水準の病態』にあること

と考えられる」（審査資料４）と診断し

ているのである。そして、強迫性障害は、

その病態に照らして、特に重症例におい

ては、必ずしも、すべてが心因的なもの

であって、神経症にみられる自己治癒可

能性、疾病利得があるものとは考えられ

ないことなども併せ考慮すると、障害認

定日における請求人の当該傷病による病

状は、精神病の病態を示していると考え

るのが相当である。

３　障害認定日における本件障害の状態に

ついて、認定基準に従って、統合失調症

又は気分（感情）障害の認定要領に準じ

て、その障害の程度を判断する。

障害認定日ころの現症についての審査

資料１の診断書によれば、病状又は状態

像として、前記２記載の病状が認められ、

その具体的な程度、症状としては、確認

行為が強く、人とすれ違うと知らぬ間に

身体が接触して、相手を転倒・転落させ

たのではないかとの疑念にとらわれ払拭

できず、理性的にはそんな筈はないと考

えるが、自己の中でも修正不能で、半ば

妄想に近い状態となるため、その場所を

繰り返し往復して確認し、１０～２０分

程度の通勤に６時間以上かかるようにな

り、平成○年○月に退職となり、日常生

活にも多大な支障があり、外出すら困難

となり自宅閉居の状態に陥り、この間の

通院も困難で、数か月間受診不能となっ

た一方で、感情の抑制に難があり、些細

なことで易刺激的となり、興奮し攻撃的

になることがあり、また、不潔恐怖のた

め他人に接近されることを警戒し、周囲

に対し威嚇的に振る舞うことも多く、確

認行為を妨げられることによりパニック

に陥ることも多いため、対人関係トラブ

ルも多く通行人等と路上で押し問答、口

論となることも再々あり、平成○年○月

時点では就労不能で日常生活に重大な支

障が認められ、極めて重症の強迫性障害

と診断したもので、思考において過度な

論理的穿盤癖があり、何らかの行為の途

中でふとしたきっかけから自らの思考の

流れ「連想からの自己流のストーリーの



流れ」に没入してしまい、周囲の状況把

握ができず、記憶にも残らないという「自

動思考過程への没入」とでも称すべき思

考プロセスの問題が認められ、現実に確

認行為を公道上で行って、車を停車させ

たり、他者とトラブルとなったことは数

多く、危険を回避することが困難・不能

となっている旨が記載されている。日常

生活状況では、平成○年○月からは親元

で生活しており、平成○年○月から平成

○年○月までは通院不能で、同年○月か

ら○月までは自宅閉居であったとされ、

日常生活能力の判定では、適切な食事、

身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通

院と服薬（要）、他人との意思伝達及び

対人関係、社会性は「（自発的かつ適正

に行うことはできないが）助言や指導が

あればできる」、身辺の安全保持及び危

機対応は「助言や指導をしてもできない

若しくは行わない」とされ、日常生活能

力の程度は「（４）精神障害を認め、日

常生活における身のまわりのことも、多

くの援助が必要である。」と評価されて

いる。現症時の就労状況は「○○○○年

○月自宅閉居　就労不能」、現症時の日

常生活活動能力及び労働能力は「○○○

○年○月自宅閉居、○○○○年○月－○

○○○年○月は通院も不能であった。就

労不能。」、予後は「不明。前医で、予後

について「あまり改善は期待できないの

では」と告げられ、本人は大きなショッ

クを受け、遠距離の当院に通院を始めた

経緯がある」、備考欄に「重症強迫性障害、

強迫的思考は妄想に近いレベル、自宅閉

居半年間あり、日常生活に重大な支障明

らかで、確認行為等により制縛状態で危

険回避も不能となる。」とされている。

このような障害認定日における本件障

害の状態は、日常生活能力の判定で、身

辺の安全保持及び危機対応が「助言や

指導してもできない若しくは行わない」、

その他の項目はすべて「（自発的かつ適

正に行うことはできないが）助言や指導

があればできる」程度とされ、日常生活

能力の程度では、最重度の「(5)」では

なく、「（4）　精神障害を認め、日常生活

における身のまわりのことも、多くの援

助が必要である。」と評価されているこ

とからすれば、前述した１級の例示には

該当せず、日常生活の用を弁ずることを

不能ならしめる程度のものとは認められ

ないものの、２級の例示には該当するも

のであり、日常生活が著しい制限を受け

るか又は日常生活に著しい制限を加える

ことを必要とする程度に達しているもの

と認めるのが相当である。

４　以上によれば、請求人には、障害認定

日を受給権発生の日とする、障害等級２

級の障害給付を支給しなければならな

い。

なお、本件の裁定請求は、障害認定日

による請求を主位的請求、裁定請求日に

よる事後重症請求を予備的請求としてな

されているところ、このような主位的請

求と予備的請求との関係は、主位的請求

である障害認定日による請求が認められ

ずに不支給となる場合に備えて、予備的

請求として事後重症による請求がなされ

ているものであるから、当審査会が、上

記のとおり、主位的請求である障害認定

日による請求について障害等級２級の障

害給付を支給すべきものと判断する場合

には、これにより予備的請求はその効力

を失うものと解されることから、裁定請

求日における障害の状態について判断す

る必要はないものと思料する。

また、請求人は、障害等級１級の障害

給付の支給を強く求めているが、障害認

定日における本件障害の状態は、前記３

のとおりであって、障害等級２級の障害

給付を超える障害等級１級の障害給付を

支給すべき理由は認められない。

以上の理由により、当審査会の判断と

相違する原処分を取り消すこととして、

主文のとおり裁決する。


